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0630010
数次短期滞在査証の発
給手続の簡素化

外務省設置法第
４条第１３項

一定の要件を満たす者に対して
は短期滞在（９０日以内）に係る
数次査証を発給している。

D Ⅳ

アジア・大洋州地域諸国人のうち、相当程度
の業績が認められる科学者や常勤の大学教
授等一定基準を満たす文化人・知識人等が短
期滞在目的で本邦入国を希望する場合には、
１年又は３年有効の数次短期滞在査証を現地
公館限りで発給する措置を既に実施してい
る。　　　（なお、当該外国人が研究活動に従
事することを目的として本邦に滞在する（例え
ば国又は地方公共団体の機関や特殊法人等
との契約に基づいて試験、調査、研究等を行
う業務に従事しようとする）場合には、短期滞
在査証を取得するのは適当ではなく、「研究」
査証を取得する必要がある。）

右の提案主体の意見にあ
るように、「相当程度の業
績」及び「一定基準」の内
容について教示されたい。

本提案の趣旨は、産業政策の分野を中心
に、アジア・太平洋諸国の様々な知見を
持った研究者を招聘してフォーラム等を開
催し、自由な討議を通じた知的創造に基
づき関西地域を中心に提案等の情報発
信を行い、もって地域経済の活性化に寄
与することである。貴省ご回答の対応策
については次の点に問題があり、これに
よっては提案の趣旨及び内容を実現する
ことは困難であると考える。①「相当程度
の業績」及び「一定基準」とあるが、その
内容が明示されていない。②そもそも、そ
れらの業績や基準に駆る判断に時間を要
することが考えられ、手続が簡素化できな
いこととなる。

D Ⅳ

①アジア・大洋州地域諸国人のうち、（１）国際的に著名
な又は相当程度の業績が認められる人文科学（文学・法
律・経済学等）・自然科学（理学・工学・医学等）の科学者
（なお、「相当程度」の内容については、各分野によって
も異なり、個別に審査を行うため、一定の基準を示すこと
は困難であるが、例えば当該分野で何らかの賞を受け
た実績があることなどが挙げられる。）、（２）大学の講師
以上の職にある者（常勤の者）、（３）国立・公立の研究所
及び国・公立の美術館・博物館の課長職以上の者等に
対して数次査証を発給している。　　②審査期間は、案
件により異なるが、申請内容に問題がなければ概ね一
週間である。

1145010

同研究所はｱｼﾞｱ・太平洋各国の教育機関・研究機関等の
研究者を招聘し、アジア・太平洋の産業政策・産業技術に
関する研究活動、国際会議・国際フォーラムの開催等を行う
こととしている。同研究所に関連するアジア・太平洋各国の
研究者については、同研究所が書面で身元を保証し、当該
事実について外務大臣及び地方公共団体の長に通告を行
う場合には、同研究所より当該研究者にFAXで送付された
身元保証書、招聘理由書及び滞在予定表等の書類を添付
することにより査証申請を行うことを認める。但し、正式な書
類（原本及び写し）については、追って別途申請者より提出
する必要がある。

提案理由（その結果のメリット）
これらの事業の円滑な推進を図るとともに、招聘する研
究者の来日及び滞在の便宜を図るため、数次短期滞在
査証の発給手続の簡素化を行うもの。これにより当該特
区が国際的な知的集積地域として新たな価値の創造が
可能となり、新産業及び新たな雇用の創出により地域経
済の活性化に資することができる。

代替措置
本特例措置の適用の対象となるのは、事前に同研究所
に身元を保証されるとともに、当該事実について外務大
臣及び地方公共団体の長に通告が行われたアジア・太
平洋各国の教育機関・研究機関等の研究者に限られる
ことから、特段の弊害は生じないものと考えられる。
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